
i n f o r m a t i o n

高
額
な
外
来
診
療
を

　
　
　
　
　
受
け
る
皆
さ
ま
へ

　

こ
れ
ま
で
、
高
額
療
養
費
制
度
の
仕
組
み

で
は
、
高
額
な
外
来
診
療
を
受
け
た
と
き
、

一
月
の
窓
口
負
担
が
自
己
負
担
限
度
額
以
上

に
な
っ
た
場
合
で
も
、
い
っ
た
ん
そ
の
額
を

お
支
払
い
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
。

　

４
月
１
日
か
ら
は
、
事
前
に
認
定
証
の
申

請
を
行
い
交
付
を
受
け
た
か
た
は
、
医
療
機

関
で
認
定
証
を
提
示
す
る
と
一
定
上
限
額
を

超
え
て
も
支
払
う
必
要
が
な
く
な
り
す
。

［
注
意
点
］

▼
３
月
31
日
以
前
に
「
限
度
額
認
定
証
」
を

交
付
さ
れ
た
か
た
は
、
記
載
さ
れ
て
い
る
期

限
ま
で
使
用
で
き
ま
す
。

▼
「
限
度
額
認
定
証
」
を
事
前
に
提
示
さ
れ

な
い
か
た
は
、
従
来
ど
お
り
支
給
申
請
を
後

日
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
支
払
っ
た
窓
口
負
担

と
限
度
額
の
差
額
が
、
ご
加
入
の
健
康
保
険

組
合
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
と
「
限
度
額
認

定
証
」
が
交
付
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。

４月１日からスタート

⇨

⇨

⇨①事前に
　認定証の申請

②認定証の交付

③認定証を提示
（※窓口支払い

が一定上限額に）

高額な外来診療受診者 事前の手続き 病院・薬局などで
◆ 70 歳未満のかた

◆ 70 歳以上の非課税世帯の

かた

加入する健康保険組合などに

「認定証（限度額認定証）」の

交付を申請してください

「認定証（限度額認定証）」を

窓口に提示してください

◆ 70 歳以上 75 歳未満で、非

課税世帯などではないかた
必要ありません

「高齢受給者証」を窓口に提

示してください
◆ 75 歳以上で非課税世帯な

どではないかた
必要ありません

「後期高齢者医療被保険者証」

を窓口に提示してください

後期高齢者医療制度の一部改正

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
保
健
衛
生
課

　

国
民
健
康
保
険
係

　

☎
（
86
）
１
１
１
１

　
［
内
線
１
１
０
２
、１
１
０
４
］

▼平成 24・25 年度における鹿児島県後期高齢者
医療保険料率が決定しました。
　平成 20 年度に創設された「後期高齢者医療保

険制度」では、毎年上昇する医療費に財源不足が

見込まれるため、２年に１度の保険料の見直しで

初めて引き上げられました。

改正後
（H24 ～
H25 年度）

改正前
（H20 ～
H23 年度）

比較

　　均　等　割
（被保険者一人あた

りの額）
48,500 円 45,900 円 ＋ 2,600 円

　　所　得　割
（被保険者の所得に

応じて計算）
9.05％ 8.63％ ＋ 0.42

ポイント

▼後期高齢者医療保険料の賦
ふ か

課限度額が改
正されましました。
　「高齢者の医療の確保に関する法律施行

令」の一部を改正する政令の公布に伴い、

４月１日から賦
ふ か

課限度額が 50 万円から

55 万円へと 5 万円引き上げられます。

改正後 改正前

550,000 円 500,000 円

◎問い合わせ先
　役場保健衛生課
　国民健康保険係
　☎（86）1111　［内線 1102、1104］
　鹿児島県後期高齢者医療広域連合事務局
　総務課　
　☎ 099（206）1397
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